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第５章 職員の感染防止対策等 

 

１ 感染の予防等 

 

   県の業務機能を維持するためには、より多くの職員を確保する必要があり、このため

には、職員の感染防止対策を徹底します。 

 

（１）職員の日常的な健康管理の徹底 

 

   「新型インフルエンザ等」への感染を予防するため、職員は、次のとおり自己管理を

徹底します。 

ア 毎日の健康観察（体温測定、自覚症状の有無）、手指消毒と手洗いの励行、屋内では

原則マスクの着用を徹底します。特に、対面業務（窓口対応、打合せ、会議等）や

エレベーターなどの狭小空間においては、必ずマスクを着用します。屋外では、  

マスク着用により熱中症のリスクが高まるおそれがあることに十分留意して、業務

環境等の状況に応じて対応します。 

イ 通勤時、出張時の移動に際しては、車内換気に協力するとともに、電車・バス・   

タクシー等を利用する場合には不必要な会話を控えます。 

ウ 室内では「三つの密」（密閉、密集、密接）を避けます。特に、近距離での会話、   

室内で多数の者が集まり大きな声を出すことなどリスクの高い場面を避けるよう

努めます。 

エ 発熱や風邪症状がある場合や、職員の親族が発熱等体調不良となった場合、発症の

可能性もあるため、出勤を控え、十分な健康観察や必要に応じて相談・受診をしま

す。 

オ 免疫機能の低下を防ぐため、長時間勤務による疲労の蓄積を避けるとともに、十分

な睡眠の確保や栄養摂取を心掛け、健康管理に努めます。 

 

（２）職場における感染防止対策 

 

   「新型インフルエンザ等」発生時には、職場において、次の感染防止策を行います。 

ア 執務室内の消毒や換気、職員間の距離の確保、手指消毒と手洗いの励行、マスクの

着用等の基本的な感染防止対策に努めます。 

イ 人との接触の機会を減らすために、原則として対面での会議・研修会等を中止し、

web 会議や書面など別の方法による開催を検討します。やむを得ず対面により会議

等を行う場合においては、出席者の健康状況を確認し、マスクを着用の上、できる

だけ対人距離を確保して行います。 

ウ 発生時優先業務以外の出張を伴う業務は、原則として中止し、可能な限り電話、  

電子メール、web 会議等により代替します。 
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エ 職場・通勤時における感染リスクを低減させるため、在宅勤務、時差出勤、分散  

勤務等人との接触を低減する取組を積極的に進めます。 

オ 所属長は、職員の日々の健康状態の把握に努めるとともに、職員や職員の親族が 

発熱等体調不良の場合は出勤を控えさせるようにします。 

カ 所属において複数の感染者が発生した場合の連絡体制等をあらかじめ想定し、職員

へ周知します。 

 

（３）特定接種の実施 

  

   国の示した特定接種の具体的運用に従い、「新型インフルエンザ等」対策を実施する

職員に対し、本人の同意を得て接種を行います。 

 

２ 職員が「新型インフルエンザ等」に感染した場合の対応 

 

（１）発熱、咳、のどの痛み等「新型インフルエンザ等」様の症状がある場合は、出勤せず、

発生段階により以下の対応をとります。 

  ア 県内発生早期 

   居住地の健康福祉センター（保健所）に連絡し、受診について指示を受けます。 

  イ 県内感染期以降 

   かかりつけ医等（病院・診療所）などに連絡した後、受診します。 

 

（２）医療機関において、「新型インフルエンザ等」の診断を受けた場合は、発生段階に   

より、以下の対応をとります。 

  ア 県内発生早期 

   感染症法により入院勧告がされますので、健康福祉センター（保健所）の指示に従い

ます。 

  イ 県内感染期以降 

   軽症の場合は、知事が示した外出自粛の期間は出勤せずに自宅で療養します。 

   重度の場合は、医師の指示により入院等適切な医療を受けます。 

 

（３）庁内の連絡は、「職員の事故等緊急時対応マニュアル」に基づき、以下の対応をとり

ます。 

ア 職員（又は家族）は、所属長に報告します。 

イ 所属長は、主管課・管財課（出先機関は各庁舎管理者）・総務ワークステーション 

  に報告します。 

ウ 主管課は、秘書課・総務課・報道広報課・危機管理課に報告します。 

 

（４）庁舎内消毒については、原則、管轄健康福祉センター（保健所）の指導に従い速やか

に実施します。 
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３ 職員の家族が「新型インフルエンザ等」に感染した場合の対応 

 

（１）家族が感染した旨を所属長に報告するとともに、一定期間、自宅待機とします。その

間、マスクの着用、手洗いを徹底し、可能なら生活空間の分離を図る等、家庭内感染

防止に努めます。 

  




